
  

太田市福祉事務所設置条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和８年３月２５日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第１７号 

 

太田市福祉事務所設置条例施行規則の一部を改正する規則 

太田市福祉事務所設置条例施行規則（平成１７年太田市規則第９３

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「児童給付係」を「こども政策係」に改め、同条第

５号中「子育てそうだん課」を「こども家庭センター」に、「こども発

達支援センターにじいろ」を「こども発達支援係」に改め、同条第６

号中「児童施設課」を「児童施設課 管理係」に改める。 

第３条第５号及び第５条第２項中「子育てそうだん課」を「こども

家庭センター」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


